
計画０事業年度
（計画策定年度）

計画１事業年度 計画２事業年度 計画３事業年度
（計画最低期間）

計画４事業年度 計画５事業年度
（計画最長期間）

Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

保証期間３年

基本
３ヶ月
以内

保
証
申
込

計
画
策
定

四半期に一回、中小企業者は金融機関に報告。
（事業年度の３ヶ月毎が基本）

年一回、金融機関は保証協会に報告。
（事業年度終了後４ヶ月以内）

保証期間３年

基本
３ヶ月
以内

保
証
申
込

計
画
策
定 ・最初の報告（計画０事業年度Ⅳ）は、

計画１事業年度の報告とあわせて行うことも可
・最後の報告（計画３事業年度Ⅰ～Ⅲ）は、
保証期間終了後４ヶ月以内に行う。

基
本
形

ケ
ー
ス
①

保証期間３年

基本
３ヶ月
以内

保
証
申
込

計
画
策
定

ケ
ー
ス
②

ケ
ー
ス
③

・最初の報告（計画０事業年度ⅢⅣ）は、
事業年度終了後４ヶ月以内に行う。
・最後の報告（計画３事業年度Ⅰ～Ⅱ）は、
保証期間終了後４ヶ月以内に行う。

保証期間３年
・最後の報告（計画４事業年度Ⅰ）については、
計画期間が３事業年度の場合は報告対象外だが、
４事業年度以降の計画を策定し引き続き報告を求
めることも可。
なお、計画期間が４～５事業年度の場合は報告対
象となることから、計画３事業年度の報告とあわせ
て行う。

保
証
申
込

計
画
策
定

基本
３ヶ月
以内

報告スケジュール：保証期間３年の場合（１年未満、１年、２年の場合も準用） 別添３

１

ケース①～③の例での計画期間は、３～５事業年度いずれでも同じ。

ケ
ー
ス
④



計画０事業年度

（計画策定年
度）

計画１事業年度 計画２事業年度 計画３事業年度

（計画最低期
間）

計画４事業年度 計画５事業年度

（計画最長期
間）

Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

保証期間５年

基本
３ヶ月
以内

保
証
申
込

計
画
策
定基

本
形

報告スケジュール：保証期間が３年超の場合（５年の場合、５年超の場合を例示）

計画３事業年度の報告までは、
保証期間３年の場合と同じ

計画３事業年度の報告による
中小企業者の実行状況等を踏まえ
保証協会が必要と認めた場合は報告

（不要の場合は金融機関のプロパー
債権と同等の管理に委ねる）

最後の報告は行う

保証期間５年超

基本
３ヶ月
以内

保
証
申
込

計
画
策
定基

本
形

計画５事業年度の報告までは、
保証期間５年の場合と同じ

最後の報告を踏まえ、
６事業年度以降の計画を策定し
引き続き報告を求めることも可

２

この例での計画期間は、５事業年度。


